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策定又は変更する保護増殖事業計画一覧 

 
 
○第４５条第１項の規定に基づき策定するもの 

種   名 策 定 省 庁 
ノグチゲラ 文部科学省、農林水産省、環境省 
オオトラツグミ 文部科学省、農林水産省、環境省 

 
 
○第４５条第４項において準用する第１項の規定に基づき変更するもの 

種   名 策 定 省 庁 
アマミノクロウサギ 文部科学省、農林水産省、環境省 
アマミヤマシギ 農林水産省、環境省 
ヤンバルクイナ 文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省 
アベサンショウウオ 国土交通省、環境省 
イタセンパラ 文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省 
アユモドキ 文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省 
ヤンバルテナガコガネ 文部科学省、農林水産省、環境省 
オガサワラハンミョウ 農林水産省、国土交通省、環境省 
オガサワラトンボ 文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省 
オガサワラアオイトトンボ 農林水産省、国土交通省、環境省 
ハナダカトンボ 文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省 

 


